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事 業 概 要

長 寿 社 会 課

事 業 名 内 容

介護福祉士修学資金等 １ 事業目的

貸付事業 深刻な人手不足が懸念される介護人材を確保するため、離

職した介護職員の再就職の準備及び介護職を目指す学生等の

３０，５０７千円 修学に必要な資金に対する貸付事業に要する経費について助

成する。

３０，５０７

２ 実施主体 （福）秋田県社会福祉協議会

３ 事 業 費 ３３，８９７千円

４ 補助金額 ３０，５０７千円

【３３，８９７千円×９／１０（国負担分）】

５ 貸付内容

６ その他

県負担分（１／１０相当額）については、貸付状況に応じ

て、各年度において予算措置する。

貸付区分 対象者等 返還免除要件

離職した介護職員
(１年以上の経験を有する者)

　講習会参加経費等

介護福祉士養成施設在学者

　学費 月額 ５万円

　入学準備金 １回 ２０万円

　就職準備金 １回 ２０万円

　国家試験受験対策費 年額 ４万円

　生活費加算(生活保護基準) 月額 3.5万円程度

修学資金 介護職員等
（実務者研修） 　介護職員実務者研修受講費

２年間、県内において介護職
員として従事

５年間（過疎地域については
３年間）、県内において介護
職員として従事

１回 ２０万円
２年間、県内において介護職
員として従事

再就職準備資金

修学資金
（養成施設）

貸付上限額

１回 ２０万円
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事 業 概 要

障 害 福 祉 課

事 業 名 内 容

障害児・者施設整備補 １ 事業目的

助事業 障害福祉サービスを提供する障害児・者施設の整備を促進

することにより、障害児・者の福祉の向上を図る。

１７９，４６２千円

２ 事業内容

１１９，６４０ （単位：千円）

５９，７００

１２２

３ 補助率

国１／２、県１／４

設　置　主　体
事　業　所　名

設置
場所

整備
区分

補助額

共同生活援助 5

短期入所 1

福祉型障害児入所施設 10

施設入所支援 20

短期入所 4

共同生活援助 7

短期入所 2

共同生活援助 10

短期入所 1

計 179,462

33,500

大規模
修繕等

(福)偕行塾

グループホーム東(仮称）
湯沢市 創設 共同生活援助 7

(福)水交会

かわみなと寮
大仙市

５施設

種別・定員（人）

(特非)障がい者自立生活センター
「ほっと大仙」

グループホーム銀のさじ（仮称）

大仙市 創設

創設 33,500

24,300

(福)大館圏域ふくし会

グループホーム矢立育成園
（つくし森Ｃ）
ショートステイ矢立育成園
（つくし森Ｃ）

大館市 創設 33,500

(福)県北報公会

大野岱吉野学園

北秋田
市

54,662
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秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例案の概要

地域・家庭福祉課

１ 改正理由

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に

関する省令（平成３０年厚生労働省令第１５号）による児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）の一部改正及び児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成３１年厚生労働省令第

１５号）の施行により、乳児院等の職員の資格要件について所要の規定の整備を

行う必要がある。

２ 改正内容

乳児院、母子生活支援施設、児童厚生施設、児童養護施設、福祉型障害児入

所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に置かれる次に掲げる職員の

資格要件について所要の規定の整備を行うこととする。

① 心理療法担当職員（第１７条、第２１条、第３０条、第４３条及び第４６

条関係）

② 母子支援員（第２３条関係）

③ 児童の遊びを指導する者（第２７条関係）

④ 児童指導員（第３２条関係）

⑤ 心理指導担当職員（第３５条関係）

⑥ 児童自立支援専門員（第４８条関係）

その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日

この条例は、平成３１年４月１日から施行することとする。
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秋
田
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
職
員
）

（
職
員
）

第
十
七
条

略

第
十
七
条

略

２
～
４

略

２
～
４

略

５

前
項
の
心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

５

前
項
の
心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
（
短
期
大
学
（
同
法
第
百
八
条
第
二

二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
の
学
部

項
の
大
学
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専

に
お
い
て
、
心
理
学
を
専

修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ

修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ

っ
て
、
個
人
及
び
集
団
の
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同

っ
て
、
個
人
及
び
集
団
の
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
二
十
一
条

略

第
二
十
一
条

略

２

略

２

略

３

前
項
の
心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学

３

前
項
の
心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学

（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は

の
学
部

に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は

こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団

こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団

の
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

の
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

略

４

略

（
母
子
支
援
員
の
資
格
要
件
）

（
母
子
支
援
員
の
資
格
要
件
）

第
二
十
三
条

母
子
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な

第
二
十
三
条

母
子
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

知
事
の
指
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の

一

知
事
の
指
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の

養
成
施
設
を
卒
業
し
た
者
（
学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規

養
成
施
設
を
卒
業
し
た
者

定
す
る
専
門
職
大
学
（
以
下
「
専
門
職
大
学
」
と
い
う
。
）
の
前
期
課
程

を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
十
二
条
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第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
～
五

略

二
～
五

略

（
職
員
）

（
職
員
）

第
二
十
七
条

略

第
二
十
七
条

略

２

前
項
の
児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

２

前
項
の
児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

略

一
～
四

略

五

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
二
条
第

五

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
一
条

一
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等

に
規
定
す
る
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等

学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
の
免
許
状

を
有
す
る
者

学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

六

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
児
童
厚
生
施
設
の
設
置
者

六

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
児
童
厚
生
施
設
の
設
置
者

（
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
設
置
す
る
児
童
厚
生
施
設
に
あ
っ
て
は
、

（
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
設
置
す
る
児
童
厚
生
施
設
に
あ
っ
て
は
、

知
事
）
が
適
当
と
認
め
た
も
の

知
事
）
が
適
当
と
認
め
た
も
の

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、

心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る

心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る

学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当

学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

該
学
科
又
は
課
程
を
修
め
て
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者

を
含
む
。
）
又
は
同
条
に
規
定
す
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、

又
は
同
条
に
規
定
す
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、

心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る

心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る

学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
で
単

学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
で
単

位
を
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大

位
を
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大

学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者

学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者

・

略

・

略

（
職
員
）

（
職
員
）

第
三
十
条

略

第
三
十
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

前
項
の
心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学

４

前
項
の
心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学

（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は

の
学
部

に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は

こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団

こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
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の
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

の
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

略

５

略

（
児
童
指
導
員
の
資
格
要
件
）

（
児
童
指
導
員
の
資
格
要
件
）

第
三
十
二
条

児
童
指
導
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な

第
三
十
二
条

児
童
指
導
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ

四

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
の
学
部

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学

に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学

若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程

若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
同
条
に
規
定
す
る
大
学

に
お
い
て
、

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
同
条
に
規
定
す
る
大
学
の
学
部
に
お
い
て
、

社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
に
関
す
る
科
目
の
単

社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
に
関
す
る
科
目
の
単

位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規

位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者

定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者

五
～
七

略

五
～
七

略

八

教
育
職
員
免
許
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中

八

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中

学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
の
免
許

学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
と
な
る

状

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の

資
格
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の

九

略

九

略

（
職
員
）

（
職
員
）

第
三
十
五
条

略

第
三
十
五
条

略

２
～
９

略

２
～
９

略

前
項
の
心
理
指
導
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学

前
項
の
心
理
指
導
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学

10

10

（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は

の
学
部

に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は

こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団

こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団

の
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

の
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
）

（
職
員
）

6



第
四
十
三
条

略

第
四
十
三
条

略

２

略

２

略

３

第
一
項
の
心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大

３

第
一
項
の
心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大

学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
心

学
の
学
部

に
お
い
て
、
心

理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し

理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し

た
者
又
は
同
条
に
規
定
す
る
大
学

に
お
い
て
、
心
理
学
に
関
す
る
科

た
者
又
は
同
条
に
規
定
す
る
大
学
の
学
部
に
お
い
て
、
心
理
学
に
関
す
る
科

目
の
単
位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
百
二
条
第
二
項

目
の
単
位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
百
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び

の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び

集
団
の
心
理
療
法
の
技
術
を
有
し
、
か
つ
、
心
理
療
法
に
関
す
る
一
年
以
上

集
団
の
心
理
療
法
の
技
術
を
有
し
、
か
つ
、
心
理
療
法
に
関
す
る
一
年
以
上

の
経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

略

４

略

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
六
条

略

第
四
十
六
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

前
項
の
心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学

４

前
項
の
心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学

（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
心
理

の
学
部

に
お
い
て
、
心
理

学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た

学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た

者
又
は
同
条
に
規
定
す
る
大
学

に
お
い
て
、
心
理
学
に
関
す
る
科
目

者
又
は
同
条
に
規
定
す
る
大
学
の
学
部
に
お
い
て
、
心
理
学
に
関
す
る
科
目

の
単
位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の

の
単
位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集

規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集

団
の
心
理
療
法
の
技
術
を
有
し
、
か
つ
、
心
理
療
法
に
関
す
る
一
年
以
上
の

団
の
心
理
療
法
の
技
術
を
有
し
、
か
つ
、
心
理
療
法
に
関
す
る
一
年
以
上
の

経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

略

５

略

（
児
童
自
立
支
援
専
門
員
の
資
格
要
件
）

（
児
童
自
立
支
援
専
門
員
の
資
格
要
件
）

第
四
十
八
条

児
童
自
立
支
援
専
門
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
四
十
八
条

児
童
自
立
支
援
専
門
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

知
事
の
指
定
す
る
児
童
自
立
支
援
専
門
員
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の

三

知
事
の
指
定
す
る
児
童
自
立
支
援
専
門
員
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の

養
成
施
設
を
卒
業
し
た
者
（
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を

養
成
施
設
を
卒
業
し
た
者
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含
む
。
）

四

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ

四

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
の
学
部

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学

に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学

若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程

若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
同
条
に
規
定
す
る
大
学

に
お
い
て
、

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
同
条
に
規
定
す
る
大
学
の
学
部
に
お
い
て
、

社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
に
関
す
る
科
目
の
単

社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
に
関
す
る
科
目
の
単

位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規

位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
一
年
以
上
児

定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
一
年
以
上
児

童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
も
の
又
は
規
則
で
定
め
る
期
間
の
合
計
が

童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
も
の
又
は
規
則
で
定
め
る
期
間
の
合
計
が

二
年
以
上
で
あ
る
も
の

二
年
以
上
で
あ
る
も
の

五
～
七

略

五
～
七

略

八

教
育
職
員
免
許
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
小
学
校
、
中

八

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中

学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
の
免
許

学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
と
な
る

状

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
一
年
以
上
児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し

資
格
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
一
年
以
上
児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し

た
も
の
又
は
二
年
以
上
教
員
と
し
て
そ
の
職
務
に
従
事
し
た
も
の

た
も
の
又
は
二
年
以
上
教
員
と
し
て
そ
の
職
務
に
従
事
し
た
も
の
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